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 平成 25 年５月 28 日 

各 位 

会 社 名 株式会社東理ホールディングス 

（コード番号 5856 東証第2部） 

代表者名 代表取締役社長  福村 康廣 

問合せ先 常務取締役    忍田 登南 

（TEL．03－5524－7851）       

 

 

定款の一部変更に関するお知らせ 

 

当社は、本日（平成 25 年 5 月 28 日）開催の取締役会において、平成 25 年 6 月 26 日開催予定の

当社第９期定時株主総会におきまして、下記のとおり、「定款の一部変更の件」を付議することを決

議しましたので、お知らせいたします。 

 

１．定款変更について 

（１）変更の理由 

    新規事業の模索に伴い、目的とする事業を追加するものであります。また、取締役及び監査

役の人数の上限を廃し、取締役及び監査役について状況に応じた業務執行体制を確立できるよ

うにするためであります。 

（２）変更の内容 

                                  （下線は変更部分を示します） 

現行定款 変更案 

第１章 総則 
 
第１条 （条文省略）  
第２条 当会社は、次の事業を営むことを目 

的とする。 
１. 
・ （条文省略） 
28.  
29.有価証券の保有、投資、運用、売買及 

び仲介業 
30.他の事業者の経営に関するコンサルタ 

ント業務 
31.前記各事項に附帯する投資 
32.前記各事項に附帯する一切の業務  

 
 
 
 

 

第１章 総則 
 
第１条 （現行どおり） 
第２条 当会社は、次の事業を営むことを 

目的とする。 
１. 
・ （条文省略） 
28. 
29.電気機器及び器具の売買 
30.再生可能エネルギーによる発電シス 
テム及びその設備の企画、製造、販売 
31.電力の購入及び販売業務  
32.有価証券の保有、投資、運用、売買 
及び仲介業 
33.他の事業者の経営に関するコンサル 
タント業務 
34.前記各事項に附帯する投資 
35.前記各事項に附帯する一切の業務 

 



 
 

 2 

 
（以下～第３章、省略） 
  
第４章 取締役及び取締役会 
  
第 18 条 当社の取締役は５名以内とする。 
（中略） 
  
第５章 監査役及び監査役会 
  
第 29 条 当会社の監査役は５名以内とする。

（以下、省略）  
 
 

 
（省略部分、現行どおり） 
  
第４章 取締役及び取締役会 
  
第 18 条 当社の取締役は３名以上とする。 
（省略部分、現行どおり） 
  
第５章 監査役及び監査役会 
  
第 29 条 当会社の監査役は３名以上とす

る。 
（以下、現行どおり） 
 

 

 

２．今後の日程 

平成 25 年６月 26 日 第９期定時株主総会開催予定 

以上 


